
 

増毛町告示 福第２号 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項及び増毛町契約規則

（平成１９年規則第１１号）第３条の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格

を定めた。 

 

令和 ６年 ４月１０日 

 

増  毛  町  長 

 

１．資格及び購入をする車両の種類 

令和６年度において町が締結しようとする（１）に定める契約にかかる一般競争入札に参

加する者に必要な資格は、（２）に定めるものとし、当該契約により購入する車両の仕様は

（３）に定めるものとする。 

（１）契約 

令和 ６年 ５月１３日に一般競争入札を行う車両の購入契約 

（２）資格 

車両の購入契約に関する資格（以下、「資格」という。） 

（３）車両の仕様等 

福祉バス 

車 両 マイクロバス 新車 

グ レ ー ド （ 仕 様 ）  三菱４ＷＤ ２９人乗り プレミアムタイプ 又は同等品 

排 気 量 ３，０００ｃｃ未満 

ミ ッ シ ョ ン ６速ＡＭＴ 

基 本 装 備 

エアコン、パワステ、パワーウインドウ、 

衝突被害軽減ブレーキ、車線逸脱警報装置、 

車両安定性制御装置、坂道発進補助装置、 

ＳＲＳエアバッグシステム 

オプション・付属品等 

スタットレスタイヤ（ブリヂストン）、アルミホイール・

ナット（社外可）、スノーブレード、カーナビ、 

ドライブレコーダー（フロント・リア）、カーテン、 

そ の 他 下取り車両あり 

 

２．資格要件 

１の（２）の資格については、次のいずれにも該当すること。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定する者（未成年者、被保佐人又は被補

助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。）でないこ

と。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されて

いる者でないこと。 

（３）町が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 

 



 

（４）暴力団関係事業者等であることにより、町が行う競争入札への参加を除外されていな

いこと。 

（５）暴力団関係事業者等でないこと。 

（６）町税（税外収入を含む。）の滞納がないこと。 

（７）法人税（個人事業主の場合は、所得税）並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこ

と。 

（８）次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと（当該届出の義務がない場合を

除く。）。 

ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出 

イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出 

ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出 

（９）留萌管内に本店、支店若しくは営業所等を有すること。 

 

３．資格審査の申請の時期及び申請方法 

（１）申請の時期 

○○○資格審査の申請は、令和６年４月１０日（水）から令和６年４月２６日（金）まで 

（日曜日、土曜に及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日を除く。）の毎日午前９時から午後４時までの間にしなければならない。 

（２）申請書類の入手方法 

増毛町役場の福祉厚生課で交付する。 

なお、増毛町公式ホームページにおいてダウンロードすることができる。 

（３）申請の方法 

○○○資格審査の申請は、次に掲げる申請書類の提出先に、当該提出先の指示により作成し

た申請書類を提出することにより行われなければならない。 

ア 提出先の名称 増毛町役場福祉厚生課 

イ 提出先の所在地 郵便番号 ０７７－０２９２ 

北海道増毛郡増毛町弁天町３丁目６１番地 

電話番号 ０１６４－５３－３１１１ 

（４）審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。 

 

４．資格の有効期間及び当該期間の更新手続 

（１）資格の有効期限 

○○○資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の連絡があった日から１の（１）に定め

る契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。 

（２）有効期間の更新 

○○○資格は１の（１）に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は行わない。 

 

５．資格の喪失 

資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。 

 

 

 


